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第３１３回教育研究評議会議事要旨

日 時 令和５年７月１２日（水） １３：２８～１４：３３
場 所 大会議室

出 席 者 学長、中山評議員、出口評議員、渡部評議員、志村評議員、上野評議員、

土田評議員、越評議員、河合評議員、茨木評議員、濤﨑評議員、

周東評議員、宮下評議員、岩﨑評議員、中野評議員、五十嵐評議員、

松﨑評議員、渡邊評議員

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 山西監事、大原監事

議事に先立ち、学長から、前々回の議事要旨の確認が行われた。

議 題

１ 教員人事

（１）学長から、教員の選考について、次のとおり発議があり、承認された。

○任用予定時期 令和６年４月１日（昇任）

任用予定職名 教授

学系 臨床・健康教育学系

専攻・コース等 教育支援高度化専攻心理臨床研究コース（心理臨床）

心理教育相談センター（兼務）

専門分野 臨床心理学

○任用予定時期 令和６年４月１日（採用）

任用予定職名 教授

学系 臨床・健康教育学系

専攻・コース等 教育支援高度化専攻心理臨床研究コース（心理臨床）

心理教育相談センター（兼務）

専門分野 臨床心理学

○任用予定時期 令和６年４月１日（採用）

任用予定職名 講師

学系 臨床・健康教育学系

専攻・コース等 教育支援高度化専攻心理臨床研究コース（心理臨床）

心理教育相談センター（兼務）

専門分野 臨床心理学

また、学長から、教員選考委員会を教授会に設置することについて提案説明があり、

原案どおり承認された。

（２）学長から、特任教員の選考について、次のとおり発議があり、承認された。

○任用予定時期 令和６年４月１日（採用）

任用予定職名 特任教授・１人

（任期は１年（更新可、任期は通算５年まで））

学系 臨床・健康教育学系

専攻・コース等 教育実践高度化専攻発達支援教育実践研究コース（特別支

援教育）

特別支援教育実践研究センター（兼務）

専門分野 特別支援教育（視覚障害）

（３）学長から、特任教員の選考について、次のとおり発議があり、承認された。

○任用予定時期 令和６年４月１日（採用）

任用予定職名・人数 特任教授・２人

（任期は３年（更新可、任期は通算５年まで））

所属等 学校教員養成・研修高度化センター

学校実習・ボランティア支援室（兼務）
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また、学長から、特任教員選考委員会を教育研究評議会に設置することについて提案

説明があり、原案どおり承認された。

２ 専門職学位課程内におけるコース等の変更に伴う取扱いの制定

学長から、このことについて提案説明があり、第１項中「当分の間」を削除することで

承認された。

３ 国立大学法人上越教育大学と新潟市教育委員会との包括連携に関する協定の締結

学長から、このことについて提案説明があり、原案どおり承認された。

報 告

１ 第９１回経営協議会

学長から、このことについて報告があった。

２ 領域長等の選考

学長から、このことについて報告があった。

３ 令和３年度以前の教育組織に係る世話人

学長から、このことについて報告があった。

４ その他

評議員から、日本教育大学協会が公募する事業への応募及び出張旅費について要望があ

り、種々意見交換が行われた。

以 上


